
 

交通政策審議会第４９回港湾分科会資料   

 

 

 

水島港港湾計画書 
 

－ 一部変更 － 

 

 

平成２４年７月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水島港港湾管理者 

岡 山 県   



 

本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 

・ 平成１８年５月 岡山県地方港湾審議会 

・ 平成１８年７月 交通政策審議会第１８回港湾分科会 

 

の議を経、その後の変更については 

 

・ 平成２２年１月 岡山県地方港湾審議会 

・ 平成２２年３月 交通政策審議会第３７回港湾分科会 

 

の議を経た水島港の港湾計画の一部を変更するものである。 
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－１－ 

変更理由 

 

１ 大型船舶を活用した効率的なバルク貨物輸送の実現を図

るため、水島地区において、専用埠頭計画及び水域施設計画

を変更する。 

 

２ 民間の能力を活用し、港湾の一体的かつ効率的な運営の促

進を図るため、玉島地区において、効率的な運営を特に促進

する区域を計画する。 

 



－２－ 

１ 専用埠頭計画 

   米穀類等の外貿貨物を取り扱うため、専用埠頭を次のとおり計画す

る。 

 

 

［専用埠頭計画］ 

     水島地区  

水深１４ｍ ドルフィン２バース（専用）［新規計画］ 

 

 

 

 



－３－ 

２ 水域施設計画 

   係留施設計画に対応して、航路、泊地及び航路・泊地を次のとおり

計画する。 

 

 

［水域施設計画］ 

１）航路 

     水島地区 水島東航路 水深１４ｍ 幅員２５０ｍ 

［既設の変更計画］ 

 

既設 

水島東航路 水深１２ｍ 幅員２５０ｍ 

 

２）泊地 

   水島地区 水深１４ｍ 面積２４ｈａ［新規計画］ 

 

３）航路・泊地 

     水島地区 水深１４ｍ 面積５２ｈａ［新規計画］ 

 

 

 

 

 



－４－ 

３ 効率的な運営を特に促進する区域（港湾運営会社） 

   コンテナ船等により運送される貨物を取扱う以下の埠頭について、

効率的な運営を特に促進するよう措置することを計画する。（法第４３

条の１１第６項の規定に基づく港湾運営会社による） 

 

 

［効率的な運営を特に促進する区域（港湾運営会社）］ 

     玉島地区 

   （玉島ハーバーアイランド６号埠頭）  

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ（工事中）［既設］KC13C 

水深１０ｍ 岸壁２バース 延長３４０ｍ［既設］KC11C、KC12C 

埠頭用地 ３３ｈａ（うち１９ｈａ既設）［既定計画の変更計画］ 

    

（玉島ハーバーアイランド４号埠頭）  

水深７．５ｍ 岸壁４バース 延長５２０ｍ 

［既設］TH41C～TH44C 

埠頭用地 １６ｈａ［既設］ 

 

なお、これに伴い、以下の既定計画を削除する。 

既定計画 

［効率的な運営を特に促進する区域］ 

     玉島地区 

    水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ［既定計画］KC13C 

水深１０ｍ 岸壁２バース 延長３４０ｍ［既設］KC11C、KC12C 

埠頭用地 ２３ｈａ（うち荷捌施設用地及び保管施設用地） 

         （うち１９ｈａ既設）［既定計画］ 

 

 



－５－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－６－ 
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－７－ 
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